
 

２ 文 科 高 第 1 3 4 0 号  

医政発 0331 第 79 号  

令 和 ３ 年 ３ 月 3 1 日  

 

各国公私立大学長 

各都道府県知事 

 

文 部 科 学 省 高 等 教 育 局 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

厚 生 労 働 省 医 政 局 長 

                     （ 公 印 省 略 ） 

 

臨床検査技師学校養成所指定規則の一部を改正する省令の公布について（通知） 

 

臨床検査技師学校養成所指定規則の一部を改正する省令（令和３年文部科学

省・厚生労働省令第２号）については、別紙のとおり令和３年３月 31日に公布

されました。 

改正の内容は下記の通りですので、貴職におかれましては、これを御了知い

ただくとともに、都道府県におかれましては、貴管内の市町村（特別区を含む。）、

保健所、関係団体等に対し、周知をお願いいたします。 

 

記 

 

１、改正の趣旨 

 臨床検査技師学校養成所指定規則（昭和 45 年文部省・厚生省令第３号。以

下「指定規則」という。）第２条においては、文部科学大臣及び都道府県知事

が行う臨床検査技師等に関する法律（昭和 33 年法律第 76 号）第 15 条第１号

に規定する学校又は臨床検査技師養成所の指定に係る基準について定めてお

り、当該基準の一つとして、別表に定める教育内容を行うものであることとし

ている。 

 今般、チーム医療の推進による臨床検査技師の役割の拡大や検査機器の高度

化など、臨床検査技師を取り巻く環境の変化に対応するため、「臨床検査技師

学校養成所カリキュラム等改善検討会」において、臨床検査技師養成所等にお

ける教育内容の見直し等について検討が行われ、令和２年４月に報告書が取り

まとめられた。 

殿 



 

 当該報告書においては、指定規則別表に定める教育内容等について、 

・ 教育内容の見直しを行うとともに、総単位数を現行の 95単位から 102単 

位に引き上げること 

・ 臨地実習において必ず実施又は見学させる行為を明確に定めること 

等の方向性が示されており、これを踏まえ、指定規則について所要の改正を

行った。 

 

２、改正の概要 

「別表」を「別表第１」に改正し、教育内容及び単位数を以下のように改正

する。 

 

改正前  改正後 

 教育内容 単位数   教育内容 単位数 

基 

礎 

分 

野 

科学的思考の基盤 

人間と生活 

14  基 

礎 

分 

野 

科学的思考の基盤 

人間と生活・社会の

理解 

14 

専

門

基

礎

分

野 

人体の構造と機能 ８  専

門

基

礎

分

野 

人体の構造と機能 ８ 

医学検査の基礎と

その疾病との関連 

５ 

 

臨床検査の基礎と

その疾病との関連 

５ 

 

保健医療福祉と医

学検査 

４ 保健医療福祉と臨

床検査 

４ 

医療工学及び情報

科学 

４ 医療工学及び医療

情報 

 

４ 

専

門

分

野 

臨床病態学 ６  専

門

分

野 

病態学 ７ 

形態検査学 ９  血液学的検査 

病理学的検査 

４ 

５ 

生物化学分析検査

学 

11  尿・糞便等一般検査 

生化学的検査・免疫

学的検査 

遺伝子関連・染色体

検査 

３ 

６ 

 

２ 

病因・生体防御検

査学 

10  輸血・移植検査 

微生物学的検査 

４ 

６ 

生理機能検査学 ９  生理学的検査 10 



 

検査総合管理学 ７  臨床検査総合管理 ６ 

医療安全管理学 １  医療安全管理 ２ 

臨地実習 ７  臨地実習 12 

 合計 95   合計 102 

 

別表第１の臨地実習の備考として以下の内容を追加する。 

・ １単位は、臨地実習を開始する前に臨地実習を行うために必要な技能及

び態度が修得されていることを確認するための実技試験及び指導（技能実

習到達度評価）を行うこと。 

・ ３単位以上は、生理学的検査に関する実習を行うこと。 

なお、新カリキュラムに従い臨地実習を行う学生を指導する臨地実習指導

者は、各指導内容に対する専門的な知識に優れ、臨床検査技師として５年以

上の実務経験を有し、十分な指導能力を有する者であり、かつ、「臨床検査技

師臨地実習指導者講習会の開催指針について」（令和３年３月○日付け厚生労

働省医政局長通知）において厚生労働省が定める基準を満たす臨地実習指導

者講習会を修了した者であることとする。    

ただし、在宅や介護といった訪問医療等では、必ずしも医師が行う訳では

なく、看護師だけで行う場面も多いことから、これらにおける実習指導者は

医師または看護師とすることを妨げないこととする。 

 

「別表第２」を新設し、臨地実習の内容ごとに実施又は見学させる行為を下

記のとおり定め、これらを臨地実習において必ず実施又は見学させることを

指定規則第二条に定める基準として新たに追加する。 

なお、実施に当たっては、以下の点に留意すること。 

・ 患者の安全の確保の観点から、学生の実施した検査等の情報をそのまま

臨床へ提供することはせず、必ず指導に当たる者が確認、または再度検査

等を実施した上で臨床に提供すること。 

・ 個々の患者から同意を得た上で実施すること。 

 

実習 実施させる行為 見学させる行為 

生理学的検

査に関する

実習 

標準 12誘導心電図検査 

肺機能検査（スパイロメト

リー） 

ホルター心電図検査のための検

査器具装着 

肺機能検査（スパイロメトリー

を除く。） 

脳波検査 

負荷心電図検査 



 

超音波検査（心臓、腹部） 

足関節上腕血圧比検査 

検体検査に

関する実習 

血球計数検査 

血液塗抹標本作成と鏡検 

尿定性検査 

血液型検査 

培養・Gram染色検査 

精度管理（免疫学的検査、血液

学的検査、病理学的検査、生化

学的検査、尿・糞便等一般検査、

輸血・移植検査） 

メンテナンス作業（免疫学的検

査、血液学的検査、生化学的検

査、尿・糞便等一般検査） 

臓器の切り出し及び写真撮影 

標本作成及びその報告 

その他の実

習 

 検査前の患者への説明（検査手

順を含む。） 

チーム医療（栄養サポート、感

染制御、糖尿病療養指導） 

検体採取 

 

その他所要の改正を行う。 

 

３、施行期日 

 令和３年４月１日 

 

以上 
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